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暮らしの情報
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン初心

者
講
座

　

専
門
の
講
師
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
基
本
的
な
操
作
や
生
活
に
役

立
つ
機
能
を
わ
か
り
や
す
く
説
明

し
ま
す
。

内
容
…

【
入
門
編
】
▽
地
図
・
カ
メ
ラ
機
能

の
体
験　
▽
L
I
N
E
の
使
い
方

【
基
本
編
】
▽
L
I
N
E
の
使
い
方

▽
ス
マ
ホ
決
済
の
利
用
方
法

対
象
…
市
内
に
住
ん
で
い
る
人

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
っ
て
い

な
く
て
も
参
加
で
き
ま
す
。

と
き
…
2
月
7
日
（
金
）

　
【
入
門
編
】
午
前
10
時
～
正
午

　
【
基
本
編
】
午
後
2
時
～
4
時

と
こ
ろ
…
イ
オ
ン
モ
ー
ル
直
方

　

2
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル

定
員
…
各
先
着
20
人

申
込
期
間
…
1
月
15
日
（
水
）
～

31
日
（
金
）

問
い
合
わ
せ
…
企
画
経
営
課

　

D
X
推
進
係

　
（
TEL 

25

－

2
2
1
8
）

相
談
相
談

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
会

　

相
続
や
会
社
設
立
、
借
金
、
悪

質
商
法
な
ど
の
問
題
、
成
年
後
見

な
ど
、
身
近
な
法
律
ト
ラ
ブ
ル
に

つ
い
て
司
法
書
士
が
会
場
に
設
置

し
た
W
e
b
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て

（
遠
隔
で
）
無
料
法
律
相
談
に
応

じ
ま
す
。

と
き
…
１
月
18
日
（
土
）

と
こ
ろ
…
中
央
公
民
館

定
員
…
先
着
６
組

予
約
受
付
期
間
…
１
月
６
日（
月
）～

※
土
日
祝
日
を
除
く

　
（
平
日
午
前
10
時
～
午
後
4
時
）

予
約
・
問
い
合
わ
せ
…
福
岡
県
司

法
書
士
会
筑
豊
支
部

　
（
TEL 

0
9
4
7

－

44

－

2
5
3
0
）

電
話
に
よ
る

「
全
国
一
斉
生
活
保
護

相
談
会
」
の
開
催

　

福
岡
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

と
全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会
の

司
法
書
士
に
よ
る
生
活
保
護
に
関

す
る
電
話
相
談
会
で
す
。
相
談
料

は
無
料
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

と
き
…
1
月
26
日
（
日
）

　

午
前
10
時
～
午
後
6
時

相
談
ダ
イ
ヤ
ル
…
TEL 

0
1
2
0

－

0
5
2

－

0
8
8

問
い
合
わ
せ
…
福
岡
県
青
年
司
法

書
士
協
議
会

　
（
TEL 

0
9
3

－

3
8
3

－

7
0
9
6
）

子
育
て

子
育
て

延
長
し
ま
す
！

小
中
学
校
給
食
費
無
償
化

　

子
育
て
支
援
の
一
環
と
し
て

１
・
２
学
期
に
実
施
し
て
い
た
小

中
学
校
給
食
費
無
償
化
事
業
を
、

3
学
期
ま
で
延
長
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
教
育
総
務
課 

教

育
総
務
係

　
（
TEL 

25
－

2
3
2
1
）

乳
幼
児
教
育
相
談
の
ご
案
内

　

直
方
特
別
支
援
学
校
で
は
、
乳

幼
児
（
0
～
5
歳
）
の
耳
の
聞
こ
え

に
つ
い
て
、
保
護
者
を
対
象
に
教
育

相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
お
子
様

の
聴
力
に
不
安
が
あ
れ
ば
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
要
予
約
）

対
象
…
▽
０
～
５
歳
の
聞
こ
え
な

い
、
聞
こ
え
に
く
い
乳
幼
児

▽
子
ど
も
の
聴
力
や
言
葉
に
不
安

が
あ
る
保
護
者

と
き
…
月
曜
日
～
金
曜
日

※
時
間
等
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
福
岡
県
立
直
方
特
別

支
援
学
校　

聴
覚
障
が
い
部
門

　
（
TEL 

24

－

5
5
7
0
）

愛犬のルール！楽しい散歩のために　　　  リード（引き綱）でつなぎ、マナーを守って散歩をしましょう

就学援助（入学準備金）の入学前支給の受付が始まります

　

　就学援助は、経済的な理由により、小中学校の学用品費・給食費等の支払いが困難な児童生徒の保護者
に対し、国の基準に基づき費用の一部を援助する制度です。援助を受けるには、申請手続きの上、審査を受
ける必要があります。　※詳しくは市ホームページをご覧ください。

4月に小学校また中学校に入学する新1年生の子どもがいる世帯
※所得要件を満たしている必要があります。

▽小学校＝57,060円　▽中学校＝63,000円

１月9日（木）～２月10日（月）

オンライン申請、窓口受付等

対　　象

支 給 額

申込期間

申請方法

※原則、オンライン申請をお願いします。所得証明書等の提出が必要な世帯は窓口受付をご利用ください。
※申請期間を過ぎてしまった場合、振り込みの遅れ、または支給することが出来なくなることがありますのでご注意

ください。
※既に同じ世帯で就学援助（昨年9月～今年8月）の支給が決定している場合、申請する必要はありません。

【問い合わせ】 教育総務課 教育総務係　TEL：25-2321

▲市ホームページ
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暮らしの情報参加料などについては、特に記載がないものは無料です。

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

フ
レ
イ
ル
予
防
教
室
に

参
加
し
ま
せ
ん
か
？

　

加
齢
に
よ
る
衰
え
を
予
防
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
教
室
で
す
。

※
の
お
が
た
元
気
ポ
イ
ン
ト
付
与

対
象
事
業    

対
象
…
市
内
に
住
ん
で
い
る
か
、

通
勤
し
て
い
る
人

と
き
…

【
筋
肉
量
の
計
測
】1
月
16
日（
木
）

【
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
】2
月
6
日（
木
）

【
い
き
い
き
百
歳
体
操
】
2
月
20
日（
木
）

　

各
日
午
後
2
時
～
3
時
30
分

　
（
受
付
午
後
1
時
30
分
～
）

と
こ
ろ
…
イ
オ
ン
モ
ー
ル
直
方

　

2
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル

定
員
…
50
人

申
込
期
限
…
1
月
14
日
（
火
）

問
い
合
わ
せ
…
健
康
長
寿
課 

高

齢
者
支
援
係

　
（
TEL 

25

－

2
3
9
1
）

認
知
症
公
開
セ
ミ
ナ
ー

テ
ー
マ
…
認
知
症
と
認
知
機
能
が

低
下
し
た
人
の
自
動
車
運
転
と

生
活
を
考
え
る

と
き
…
１
月
31
日（
金
）

　

午
後
1
時
～
4
時
30
分

と
こ
ろ
…
直
方
鞍
手
医
師
会
館

定
員
…
先
着
1
5
0
人

問
い
合
わ
せ
…
髙
山
病
院
福
岡
県

認
知
症
医
療
セ
ン
タ
ー

　
（
TEL 

23

－

0
5
2
0
）

J
A
直
鞍
音
楽
祭

　

直
鞍
地
区
の
保
育
園
児
・
小
中

高
校
生
の
音
楽
活
動
の
発
表
の
場

と
し
、
日
頃
の
練
習
の
成
果
を
披

露
し
ま
す
。

と
き
…
1
月
25
日（
土
）

　

午
前
11
時
～

と
こ
ろ
…
ユ
メ
ニ
テ
ィ
の
お
が
た

問
い
合
わ
せ
…
J
A
直
鞍
音
楽
祭

実
行
委
員
会

　
（
TEL 

24

－

2
3
1
1
）

殿
町
シ
ネ
マ「
か
づ
ゑ
的
」

と
き
…
2
月
9
日（
日
）

　

▽
午
前
10
時
～
▽
午
後
2
時
～

と
こ
ろ
…
ユ
メ
ニ
テ
ィ
の
お
が
た

小
ホ
ー
ル

料
金
…
前
売　

1
0
0
0
円

※
高
校
生
以
下
無
料

問
い
合
わ
せ
…
殿
町
シ
ネ
マ
実
行

委
員
会
（
樋
口
）

　
（
TEL 

0
9
0

－

5
9
3
1

－

0
5
4
8
）

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

筑
豊
地
区
合
同
公
売
会
i
n 

飯
塚

　

筑
豊
地
区（
県
、市
町
村
）合
同
で
、

税
の
滞
納
処
分
に
よ
り
差
し
押
さ
え

た
財
産
の
公
売
会
を
実
施
し
ま
す
。

と
き
…
1
月
25
日
（
土
）

　
午
後
1
時
開
場
、午
後
2
時
入
札
開
始

と
こ
ろ
…
飯
塚
市
役
所
1
階
多
目

的
ホ
ー
ル

公
売
方
法
…
せ
り
売
り

当
日
必
要
な
も
の
…
購
入
代
金

（
現
金
の
み
）、
本
人
確
認
書
類

※
代
理
人
の
場
合
は
要
委
任
状

問
い
合
わ
せ
…
税
務
課 

納
税
係

　
（
TEL 

25
－

2
1
4
5
）

下
水
道
排
水
設
備

　

工
事
責
任
技
術
者
の

新
規
登
録
・
更
新

　

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
の
新
規
登
録
・
更
新
手
続
を

受
け
付
け
ま
す
。
必
要
書
類
等
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

《
新
規
の
場
合
》     

対
象
…
県
下
水
道
協
会
が
実
施
す
る

責
任
技
術
者
試
験
の
合
格
者
等

手
数
料
…
４
０
０
０
円（
講
習
資

料
代
含
む
）

※
新
規
登
録
者
は
後
日
講
習
会
の

受
講
が
必
要
で
す
。

《
更
新
の
場
合
》 

対
象
…
市
に
登
録
の
あ
る
下
水
道

排
水
設
備
工
事
責
任
者（
３
月

31
日
有
効
期
限
満
了
者
）

手
数
料
…
１
０
０
０
円

申
込
期
間
…
1
月
14
日（
火
）～
24

日（
金
）

問
い
合
わ
せ
…
下
水
道
課 

下
水

道
庶
務
係
（
TEL 

25

－

2
2
0
2
）

下
水
道
排
水
設
備
指
定

工
事
店
の
新
規
登
録
・
更
新

　

市
内
で
公
共
下
水
道
等
の
宅
内

排
水
設
備
工
事
を
行
う
に
は
、
市

へ
の
登
録
が
法
令
等
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。手
続
き
内
容
等
、

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　

手
数
料
…
▽
新
規
登
録
＝
1
万
円

　
▽
更
新
＝
5
０
０
０
円

申
込
期
間
…
2
月
3
日
（
月
）
～

14
日
（
金
）

問
い
合
わ
せ
…
下
水
道
課 

下
水

道
庶
務
係
（
TEL 

25

－

2
2
0
2
）

学
校
給
食
用
物
資
の

納
入
業
者
を
募
集
し
ま
す

　

令
和
7
年
4
月
か
ら
令
和
9
年

3
月
ま
で
の
2
年
間
、
学
校
給
食

用
食
材
等
の
物
資
を
納
入
す
る
業

者
を
選
定
す
る
た
め
の
登
録
受
付

を
行
い
ま
す
。
小
学
校
給
食
、
中

学
校
給
食
と
も
に
申
請
書
の
提
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
現
在
、
登
録
済
の
業
者
も
申
請

が
必
要
で
す
。    

募
集
期
間
…
2
月
3
日
（
月
）
～

28
日
（
金
）

問
い
合
わ
せ
…
教
育
総
務
課 

教

育
総
務
係
（
TEL 

25

－

2
3
2
1
）

風
し
ん
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
の

有
効
期
限
は
２
月
ま
で

　

風
し
ん
の
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
に

よ
る
抗
体
検
査
・
予
防
接
種
は
令

和
6
年
度
末
で
終
了
で
す
。
対
象

者
に
は
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
送
付

し
て
い
ま
す
。
2
月
末
ま
で
に
抗

体
検
査
・
予
防
接
種
を
受
け
ま

し
ょ
う
。
予
約
方
法
や
実
施
医
療

機
関
等
は
、
ク
ー
ポ
ン
券
に
同
封

の
書
類
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
…
昭
和
37
年
4
月
2
日
か
ら
昭

和
54
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
男
性

問
い
合
わ
せ
…
健
康
長
寿
課 

健

康
推
進
係
（
TEL 

25

－

2
1
1
5
）

ト
イ
レ
に異物

を
流
さ
な
い
で

　

ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の

異
物
を
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
や
浄

化
槽
に
つ
な
が
る
ト
イ
レ
に
流
す

と
、
収
集
作
業
お
よ
び
施
設
で
の

処
理
に
支
障
を
き
た
し
ま
す
。
ま

た
、
水
の
流
し
す
ぎ
や
油
な
ど
は

施
設
で
の
処
理
に
多
大
な
影
響

（
微
生
物
の
衰
弱
）
を
及
ぼ
し
ま

す
の
で
、
適
切
な
使
用
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
循
環
社
会
推
進
課 

環
境
施
設
係

　
（
TEL 

26

－

2
5
9
4
）

　　毎週木曜日は窓口延長　　　　　     市民・人権同和対策課、税務課、保険課等は午後 7 時まで 


